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会員事業場 各位 

              林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部 

                         支部長 東 泉 清 寿 

                                  （公印省略） 

      栃木労働局版 行動災害防止対策『痛め Nice（ないっす）とちぎ』 

腰痛予防体操の実施について（要請） 

 

 日頃より、林材業の労働災害防止活動にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、栃木県内における休業 4日以上の「動作の反動・無理な動作」による労働災害

は増加の一途をたどっており、件数としては令和 6年までの過去 10年で 92件と約 4割

増加し、いまや労働災害の中では「転倒」、「墜落・転落」に次いで 3番目に多く発生し

ている状況にあります。 

このようなことから、先般、栃木労働局においては、近年増加している行動に起因す

る労働災害（いわゆる「行動災害」。）を防止するために、転倒災害防止を中心とした栃

木労働局独自対策である「ころば Nice（ないっす）とちぎ」に続く対策として、引き

続き、栃木県理学療法士会の協力を得て、腰痛予防を含めた動作の反動等の行動災害の

防止につなげることを目的とした「痛め Nice（ないっす）とちぎ」腰痛予防体操を展                                                                                                                                         

開するとされました。 

つきましては、会員事業場におかれましても、「痛め Nice（ないっす）とちぎ」周知

により、行動に起因する労働災害の防止対策の徹底に向けた下記の取組事項を実施され

ますようお願い申し上げます。 

                   記 

 

１林業における取組事項  

①裾締まりのよい長ズボン、スパイク付安全靴の着用の推進 

 ②急傾斜で転倒及び滑落のおそれがある作業地では、墜落制止用器具の使用 

 ③チェーンソーによる伐木作業における退避場所及び退避路の支障となるかん木等

の事前除去、枝払い及び玉切り作業における足場の確保と材の上での作業禁止 

④安全な歩き方、安全な作業方法の推進、転倒予防体操の励行 

２木材製造業における取組事項 

①危険箇所は黄色ペンキ等で表示し、危険の「見える化」の推進 

②木材加工用機械作業は十分な明るさ（照度）の確保 

③作業内容に適した防滑靴の着用の推進 

④定期的な職場環境の点検、巡視の実施及び転倒予防体操の励行 

□事務局 
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